
地方当局（LA）子ども保護プラン

初期委託 法的支援プラン会議

＜第一段階＞
31条申請・関係書類→CAFCASSへ
（ケア仮決定（ICO）/監督仮決定（ISO）
に関する異議申立事項を含む）

（争いありの）審理に先立つ聴取

子ども保護手続の流れPublic Law Outline（原則26週間以内）＊

＜第二段階＞
事件処理の審理（CMH:Case

Management Hearing）

必要に応じて追加の審問（可及的
速やかに、4週目より早く20日目
までに行う）

必要に応じて事実確認の審理を
行う

＜第三段階＞

問題解決の審理（IRH）＝最終審
理

CAFCASSによるCMH

の事前準備・事件検
証作業

*FGC：Family Group Conference，親族、友人、関係者らが
集まって子の監護養育について行う話し合い

必要に応じて更に最終審理（FH）
⇒終了後可及的速やかにケア決定の
判断

【12日目までに】

＊英国司法省HP掲載のPLOフ
ローチャート（https://www.justi
ce.gov.uk/downloads/protectin
g‐the‐vulnerable/care‐proceedi
ng‐reform/plo‐flowchart.pdf）を

もとに補足説明・一部省略等の
加工をして作成。

親代わりの世話人
確認（必要あれば
FGC*）－暫定世話人
の選任

地方当局の多専門
的アセスメント
（最長45日まで）

CMHの2日以上前までに

法律家とのミーティング：
関係する専門家の確認・
質問準備。LA顧問弁護士

による事件処理決定
（CMO:Case Management 
Order）案の作成

【20週までに】

【 １日目】

【 26週までに】

IRHの7日以上前までに

法律家とのミーティング
を開催、裁判所に追加
の審問の必要性につい
て報告。IRH前日午前11
時までにLA顧問弁護士
による裁判所へのCMO
申立
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インプット

PLOの各段階
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事前書類提出（法律
扶助関連）及び事前
手続ミーティング

もしくは

即時ケース
（CAFCASSに通報）

事
前
手
続

【2日目までに】当事者

に必要書類付与、期日
の決定、子の後見人及
びソリシタ選任、裁判所

による一般説明

専門家による指示書

ICO/ISOに関する異議
申立への対応

裁判所による事件処理
（Case Management）の

指示

事件処理決定（CMO）

LAや後見人による子の

スケジュール作成・手
続スケジュール確定

CAFCASSによる事件の
最終検証

最終の事件処理指示



子に関する取り決めをめぐる紛争

非常／緊急事態ケース[CAP:12]差止

／禁止措置決定が申立てられ、通告
等を省いて即応する場合
⇒書類を整える必要あり

「紛争処理ナビゲーション」[CAP:2]

ネット相談支援サービス、法律家や紛争
処理サービスで情報や助言の収集。

（裁判外）紛争処理
サービスの利用

[CAP:5]

メディエーション等
紛争処理サービス
への参加。子育て
プラン（文書化した
子育ての取り決め）
の検討。必要に応
じて、（非同居の子
との交流を支援す
る）交流センターに

任意照会。

MIAM**への出席[CAP:5.3]
（DV等の例外事例を除き、取り決め決定申立の当

事者は必ず参加しなければならない。相手方に連
絡がいき、出席を促される。）

安全保護対策チェック
[CAP:13]

CAFCASSが担当（申立
受理から17日目）

[CAP:数字]は同プログラム（実施細則）
条文の参照部分を指す

申立[CAP:8]
様式C100（8条決定申立用）及びC1A（DV事例用補

足書類）の作成、既存の子育てプラン書があれば添
えて、裁判所へ提出（書類の形式不備があれば処
理されない）。

受理・裁判所内の担当[CAP:9]

家庭裁判所で受理・担当裁判官等の割当て。翌日
にCAFCASSに書類提出。

争点説明（必要な場合）[CAP:9.4]
MIAMへの出席を含め必要な指示・説明。

紛争処理期日第一審理（FHDRA）[CAP:14]
双方当事者の出席。CAFCASS同席。（5~6週目）

MIAM[CAP:9.4(1)]

未実施であれば一方もしく
は双方をMIAMへ

MIAM
一方当事者に出席を命じる。CAFCASS
同席。（5~6週目）

メディエーション/裁判外紛争処理

メディエーション等紛争処理サービス
への参加。子育てプラン（文書化した

子育ての取り決め）の検討。

仮決定（子の福祉に関して）

DV・児童虐待事例の場合に事実調
査・陳述申立等

事実の審理[CAP:20]
DV・児童虐待事例

陳述書の提出

福祉に関する報告？

紛争処理期日（DRA）[CAP:19]

福祉に関する最終審理
最終決定 合意

決定の監視/交流への支援[CAP:15.5]
子ども法11H条、16条

裁判所決定の履行強制[CAP:21]
履行されない場合に：1.速やかに裁判官へ
戻す、2.子ども法11J条（履行強制決定）、3.
保護安全対策チェック、4.その問題に関係す

る事実についての判断＊司法省HP掲載のフローチャート図（https://www.justice.gov.uk/dow
nloads/family‐justice‐reform/cap‐flowchart.pdf）を参照して作成。

**MIAM(s)： Family Mediation Inf
ormation Assessment Meetings 

家事事件に関するメディエーショ
ン制度の事前情報提供及び利用
の判断打ち合わせ。

子に関する取り決めプログラムの流れ＊
Child Arrangment Programme（ Children and Families Act 2014の実施細則Practice Direction 12B）


